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（参考）交付金等にかかる要件等①

１，事業全般にかかる要件等

＜個別処理との経済比較＞
○分流式の汚水に係る公共下水道については、当該公共下水道による汚水処理が個別に設置される浄化槽よりも経済的であること
○上記について、毎年度11月末日までに、市町村毎の汚水に係る下水道計画（全体計画）について所定の項目の点検を行い、その結果を
国土交通省に提出すること。

＜広域化・共同化＞
○令和４年度末までに、各都道府県において広域化・共同化計画を策定すること。

＜経営状況の見える化、使用料改定の必要性の検討＞
○人口3万人以上の地方公共団体については、令和２年度以降の予算・決算が公営企業会計に基づくものに移行していること。
人口3万人未満の地方公共団体については、令和６年度以降の予算・決算が公営企業会計に基づくものに移行していること。

○公営企業会計を適用済の地方公共団体において、少なくとも５年に１回の頻度で、下水道使用料の改定の必要性に関する検証を行い、
経費回収率の向上に向けたロードマップを策定し、国土交通省に提出することを要件化。

２，事業を新規に実施する際にかかる要件等

＜事業評価＞
○交付金事業：
平成29年4月1日以降に事業に着手するものであって、新たに下水道事業に着手する市町村等や事業規模の大きい基幹事業を対象として、
費用便益費を算出し、社会資本総合整備計画に記載すること。

○補助事業（下水道事業費補助、下水道防災事業費補助）：
平成31年4月1日以降に実施する事業については、「国土交通省所管公共事業の事業評価実施要領」に則って事業評価を実施すること。

＜雨水公共下水道＞
○雨水公共下水道の整備区域は、「都道府県構想」の見直しの結果、公共下水道による汚水処理を行わないこととした区域を対象とする。

＜都市下水路＞
○都市下水路事業で交付対象事業となるのは、原則次のすべてに該当するものとする。
①集水面積50ha以上、②浸水指数（浸水戸数×浸水回数×浸水時間）5,000以上、③全体事業費3億円以上
（ただし、離島対策事業、積雪対策事業、富裕団体については別途規定。）

R2.4.1時点
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（参考）交付金等にかかる要件等②

３，施設整備にかかる要件等

＜施設の改築＞
○下水道施設の改築に際して交付対象となる施設については、以下のとおり取り扱う。
１，事業計画等に基づく適正な維持管理を前提として、別表に定める小分類以上の施設であり、かつ同表に定める年数を経過していること。
２，以下（１）（２）については、上記１によらず対象とする。
（１）小分類未満の施設であり、適正な維持管理を前提として、ストックマネジメント計画に位置づけられた長寿命化対策
（２）適化法に定める処分制限期間を経過した施設であって、特殊な環境条件により機能維持が困難となった場合等

３，平成28年度より、上記の交付対象となる施設は、下水道ストックマネジメント計画に位置づけられたものに限定する。ただし、他の事業制度に
基づく計画に位置づけられたものを除く。

○下水処理場の施設改築（別表の中分類以上）のうち、人口20万人以上の地方公共団体で、工事契約1件あたりの概算事業費が10億円以上と
見込まれるものは、予めコンセッション方式の導入に係る検討を了している又は検討スケジュールを明確にしていること。

○下水処理場の施設改築（別表中分類以上）のうち、全ての地方公共団体で、工事契約1件あたりの概算事業費が10億円以上と見込まれるものは、
予め施設統廃合に係る検討を了していること。ただし、都道府県構想及びアクションプランの見直し（都道府県構想見直しに関する4省通知
に基づく見直し）が完了している団体については、概算事業費が3億円を超えるものを対象とする。
○汚水処理の衛生処理システムの概成後においては、重要な公共用水域の水質保全等のために特に必要がある場合等を除き、汚水に関する
下水道管渠の維持更新（管渠の排除能力又は水質改善機能の増強を伴わないものに限る。）のうち、新規事業分については、原則として国庫
補助負担事業を廃止する。

○更生工法による管渠改築に関する交付対象は、所定の条件をすべて満たすものとする。

＜エネルギー利用、省エネ、新技術の活用等＞
○汚泥有効利用施設の新設のうち、人口20万人以上の地方公共団体で、工事契約1件あたりの概算事業費が10億円以上と見込まれるものは、
原則としてPPP/PFI手法（コンセッション,PFI,DBO,DB等）を導入すること。

○消化槽、消化ガス発電、焼却炉等の施設の設置、改築を行う場合、エネルギー効率に優れた技術の導入（原則、別表に定める性能指標を
満たすもの）を要件とする。

○省エネ化を目的として標準的な設備以外の設備を導入する場合、標準的な設備を導入する場合より導入費用が上回らないこと。また、複数の
同種設備を同時期に更新する場合には、設備の集約等の可否について実施設計等において検討すること。

○B-DASHにおける実証技術の導入が可能な施設の新設・増設・改築（原則として概算事業費3億円以上）を行うにあたっては、予め実証技術の
導入に係る検討を了していること。

○売電のための発電設備、送電施設等については、国庫補助金等の交付目的を逸脱するため、交付対象とならない。
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（参考）交付金等にかかる要件等③

【参照通知等一覧】

*1 下水道法施行令第24条の2第1項第1号及び第2号並びに第2項の規定に基づき定める件（S46.10.9 告示第1705号、一部改正H31.4.1）

*2 昭和46年建設省告示1705号の改正に伴う告示の運用について（H25.5.16 国水下事第8号）

*3 社会資本整備総合交付金等の交付にあたっての要件等の運用について（R2.3.31 国水下事第56号）

*4 下水道事業における費用便益比の算出について（H30.5.14 下水道事業課課長補佐事務連絡）

*5 下水道事業における事業の効率性の向上及び透明性の確保について（H31.3.29 , R2.3.31 下水道事業課企画専門官事務連絡）

*6 水防法等の一部を改正する法律の一部施行等について（H27.11.19 国水下企第81号）

*7 社会資本整備総合交付金交付要綱 附属第Ⅱ編 （最終改定 R2.3.31）

*8 下水道施設の改築について（H28.4.1国水下事第109号下水道事業課長通知）

*9 持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想の見直しの推進について（H26.1.30 農水省・総務省・国交省・環境省4省通知）

*10 下水道管きょの更生工法による改築に関する交付対象の運用について（R1.7.3 下水道事業課事業マネジメント推進室課長補佐事務連絡）

*11 下水道事業におけるエネルギー効率に優れた技術の導入について（H29.9.15 国水下事第38号）

*12 設備更新時の省エネルギー設備の導入にあたっての留意事項について（H28.4.1下水道事業課課長補佐事務連絡）

*13 再生可能エネルギーの固定価格買取制度における下水道事業の補助金等交付の考え方等について

（H24.9.14下水道事業課企画専門官, 課長補佐（事務）事務連絡）

下線はR1.7以降に更新のあったもの
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